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諮問庁：国土交通大臣 

諮問日：平成３０年１月２４日（平成３０年（行情）諮問第４２号） 

答申日：平成３０年９月６日（平成３０年度（行情）答申第２１４号） 

事件名：特定原発建設計画をめぐる公有水面埋立法等に係る特定県との協議内

容に関する記録の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，これを保

有していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年８月１６日付け国広情第２

１４号により国土交通大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が

行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

処分庁が行った原処分について，処分庁は不開示決定通知書において

「特定原発建設計画をめぐる公有水面埋立法等について特定県から国土

交通省（水管理・国土保全局水政課（以下「水政課」という。））に対

して報告，質疑が行われたが，それに関係する記録は作成しておらず，

資料も保有していないため，当該請求に係る文書は不存在」と記載して

いる。また，処分庁の担当者は報道機関に対し「法解釈の質問に答える

軽微な内容で，公文書にするようなものではない。」（特定年月日Ｏ付

け特定新聞記事）との見解も示している（資料①。（略））。しかしな

がら，処分庁と特定県との間で開催された法令解釈に関する協議につい

ては「公文書管理法」及び「国土交通省行政文書管理規則」（９条）を

踏まえながら，原発事故後の情勢等も加味すると，処分庁が主張する

「軽微な内容」との認識・判断は誤りであり，処分庁と審査請求人との

間では，見解の相違が生じている。よって，審査請求の趣旨としては，

処分庁は原処分を取り消して，協議の過程が記録された文書については，

改めて省内や当時の担当者への照会を含む再調査を行うべきであると考

える。以下，処分庁が主張する「軽微な内容」の妥当性を中心に審査請
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求の理由について述べる。 

ア 処分庁と特定県の法令解釈に関する協議は，特定年月ｄ～特定年月

ｈまでの５年間に計１０回（合計時間：１２時間１０分）も頻繁に開

催されている。協議場所は全て国土交通省内で行われており，特定県

は職員らの出張に伴う多額の公費を支出している。また，各省庁への

地方自治体からの法令解釈をめぐる照会については電話やＦＡＸ等が

多いが，今回の事例のように長期間，長時間にも渡る協議はむしろ異

例であり，処分庁の主張する「軽微な内容」の協議ならば，短期間で

終了していなければならない。なお，特定県は電力会社からの延長申

請の判断を先送りにしている間，最終的に判断できる法令解釈を処分

庁との協議から得るのに数年も要している点を考慮すると，処分庁に

おいても過去にほとんど前例がなかった事例であったと思われる。 

イ 審査請求人が特定県への情報開示請求により入手した出張復命書

（※今後，必要に応じて提出する）によると，処分庁が毎回の協議で

特定県より特定原発建設計画の状況等について十分に説明を受けてい

た記録が残っている。また，所管官庁は異なるが，協議の内容が原発

事故後の国のエネルギー基本計画や原発の新増設等の議論に大きな影

響を及ぼす可能性についても，処分庁は十分に認識していたと考える

のが自然である。なお，国会内の関連する各委員会においても，公有

水面埋め立て免許の延長許可問題も含めて特定原発建設計画について

は頻繁に議論が交わされている。 

ウ 特定県の開示文書から一覧にした処分庁の出席者（資料②。

（略））に着目すると，関連する複数の部署から職員が協議に参加

しており，人事異動で職員が交代しているケースも確認できる。一

方，協議時間数も考慮すると，処分庁の出席者が協議の場において

議事メモなどの記録を全く残さなかった可能性については考えにく

い。また，各回の協議終了後に上司も含む関係者への報告，共有及

び異動に伴う新旧担当者間の引継ぎ事務等も全て口頭で行った可能

性についても考えにくい（補足：仮に口頭で報告，引継ぎ，連絡等

を行い，その際の補足資料という理由で個人メモであるという主張

の場合も到底，同意できない。なお，審査請求人は開示請求時，引

継ぎ・報告資料も含めている）。よって，たとえ個人の作成したメ

モ等であっても，他の職員への報告等が行われたような場合，処分

庁の職員間で組織的に用いられたものに該当する上，文書等が存在

する場合には，今回の開示請求の対象文書に該当すると考える。 

エ 「公文書管理法」及び「国土交通省行政文書管理規則」の観点から

も，処分庁が報道機関に示した「軽微な内容」の判断については，恣

意的な運用を抑制する意味からも厳格かつ限定的に解される必要があ
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る。特定年代より建設の是非が問われている特定原発は現時点では国

内唯一の新規計画であり，処分庁との協議内容は特定県の判断に大き

な影響を与えており「重要な内容」だったと考えている。なお，資料

①の文中でも識者が指摘していたが，処分庁が特定県との計１０回の

協議を「軽微な内容」と判断した理由については具体的な説明を求め

たい。 

（２）意見書 

ア 特定県の担当職員は，単にエネルギー基本計画について協議する目

的で，処分庁と協議するために毎回，出張したのではない。 

イ これまで担当者全員がメモを一切取っておらず，引継ぎもないとい

う処分庁の説明については，特に信じ難い。なお，理由説明書（下記

第３。以下同じ。）の「原処分に対する諮問庁の考え方について」に

おける主張は，当時の担当者の過去の「記憶」に大きく基づいている

ということに留意しておく必要がある。 

ウ 処分庁は特定県との協議については，「所掌事務に関する単なる照

会・問い合わせに対する応答」と主張しているが，審査請求人は，電

話等で処理できる所掌事務に関する単なる照会・問い合わせに対する

応答については，「処理に係る事案が軽微なものである場合」に該当

するものと考える。しかし，処分庁の説明では，単なる照会・問い合

わせにしては，対応が十分過ぎる上，非効率的である。なお，処分庁

は，総括すると５年間に渡り計１０回（計１２時間１０分）もの協議

に時間とコスト，多数の職員を充てている以上（注：処分庁はその理

由は示していない），「処理に係る事案が軽微なものである場合」に

は該当しないと考える。 

なお，審査請求人は，処分庁の提出した理由説明書を受け，以下の

４点について情報公開・個人情報保護審査会を介して，処分庁に確

認を求めたい。 

① 探索場所について，担当者間の業務用パソコンでのメールのや

りとり（サーバー内も含む）の有無について 

② 聞き取りを行った当時の担当者は全員か否かについて 

③ 特定県との協議に基づいた省内での「検討資料」の有無につい

て 

④ 口頭による引継ぎの有無について 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求について 

（１）本件開示請求は，法に基づき，処分庁に対して，「特定原発建設計画

をめぐる公有水面埋立法等に係る特定県と国土交通省との協議内容に関

する記録（国が特定県から受領した資料及び国が同県へ配布した資料も
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含む。また，引継資料や大臣等も含む省内での報告，メールも含

む。）」の開示を求めたものである。 

（２）本件開示請求を受けて，処分庁は，文書不存在を理由に原処分を行っ

た。 

（３）これに対し，審査請求人は，処分庁に対し，原処分を取り消して，協

議の過程が記録された文書について，改めて探索等を求めるとの審査請

求を提起した。 

２ 審査請求人の主張について 

審査請求書によると，審査請求人の主張は，上記第２の２（１）のとお

りである。 

３ 特定原発建設計画に係る公有水面埋立て免許について 

以下，請求外特定法人が公表している情報に基づき述べる。 

特定法人は，特定町における特定原発建設の準備工事に関わる公有水面

埋立法（大正１０年法律第５７号）の免許（以下「本件免許」という。）

を特定年月ａに取得していた。 

その後，特定法人は，特定年月ｂに準備工事に着手したが，特定年月ｃ

に工事を一時中断し，これ以降工事を行っていない。 

本件免許に係る竣功期限は，特定年月日Ａの工事着手後３年の特定年月

日Ｅまでとなっていたことから，特定法人は，竣功期限の伸長の申請を，

特定年月ｅ（申請された竣功期限：特定年月日Ｅから特定年月日Ｋに伸

長），特定年月ｆ（申請された竣功期限：特定年月日Ｋから特定年月日Ｐ

に伸長）及び特定年月ｇ（申請された竣功期限：特定年月日Ｐから特定年

月日Ｑに伸長）に行い，特定県知事はこれらについて特定年月日Ｎに許可

をした。 

４ 原処分に対する諮問庁の考え方について 

審査請求人は，本件対象文書は存在しているはずである旨を主張して

いることから，以下，原処分の妥当性について検討する。 

（１）審査請求人は，特定県と水政課との協議内容は，重要な内容だったと

考えているなどと主張する。しかし，特定県と水政課との面談では，埋

立て工事は特定年月ｃ以降中断していること，埋立免許の効力の存続根

拠としている「埋立地の用途」について，経済産業省の電源立地計画に

おける特定原発の位置付けに変更はないことの報告が毎回行われた。ま

た，公有水面埋立法１３条の２の規定による期間伸長の申請の審査期間

中は，同法３４条の規定による免許の失効はしないとの特定県の考えに

ついて毎回確認があり，これに対して，その都度，免許庁である特定県

の判断のとおり，伸長の拒否処分があるまでは免許は失効しないことを

口頭で回答したものであり，軽微な内容であった。 

（２）なお，諮問庁の所掌外の国のエネルギー基本計画等について，諮問庁
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は文書作成の義務を負わない。 

（３）また，当時の水政課の担当者に聞き取りをしたところ，メモは取って

おらず，当該面談に関する文書による引継ぎも受けていない。なお，審

査請求人は，関連する複数の部署から国土交通省の職員が特定県との協

議に参加していたと主張しているが，特定県との面談に出席したのは水

政課の職員のみである。 

（４）加えて，「公文書等の管理に関する法律」（平成２１年法律第６６

号。以下「公文書管理法」という。）１０条において，「行政機関の長

は，行政文書の管理が･･･基づき適正に行われることを確保するため，

行政文書の管理に関する定め･･･を設けなければならない」とされてい

る。当該規定に基づき，国土交通省において，「国土交通省行政文書管

理規則」（平成２３年国土交通省訓令第２５号。以下「規則」とい

う。）を定め，規則に基づき行政文書の管理を行っているところ。規則

９条において，「職員は，･･･国土交通省における経緯も含めた意思決

定に至る過程並びに国土交通省の事務及び事業の実績を合理的に後付

け，又は検証することができるよう，処理に係る事案が軽微なものであ

る場合を除き，文書を作成しなければならない」とされている。特定県

との面談時及び原処分時の「行政文書の管理に関するガイドライン」

（平成２３年４月１日内閣総理大臣決定）は，公文書管理法１０条に基

づき「行政機関の長」が設ける「行政文書の管理に関する定め」の指針

であるが，本ガイドラインにおいて，当該「処理に係る事案が軽微なも

の」に該当する事案として，「所掌事務に関する単なる照会・問い合わ

せに対する応答」を例示しているところ。 

（５）当時の水政課の担当者に確認したところ，面談時における特定県から

の問い合わせは，国土交通省が執行権限を持たない公有水面埋立法３４

条の免許の失効について，既存の解釈が依然として有効であるかどうか

を確認してきたのみである。そのため，規則９条の「処理に係る事案が

軽微なものである場合」に該当し，公文書管理法上，当該問い合わせに

関する記録を作成する必要はないものと思われる。 

（６）したがって，本件対象文書にあたる文書を保有していないとする処分

庁の説明に不自然・不合理な点はなく，これを覆す特段の事情も認めら

れない。 

（７）念のため，本件審査請求を受け，処分庁に対し，本件対象文書に該当

する文書を保有しているか確認するため，担当部署の執務室や書庫等を

入念に探索させたが，該当する文書の存在は確認できなかった。 

（８）以上のことから，原処分において文書不存在を理由に不開示決定した

ことは妥当であると考えられる。 

５ 結論 
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諮問庁としては，文書不存在を理由に不開示決定とした原処分は妥当

であると考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成３０年１月２４日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年２月２３日     審査請求人から意見書を収受 

④ 同年４月２３日     審議 

⑤ 同年７月３０日     審議 

⑥ 同年９月４日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これを保有していないとして，不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，本件対象文書は存在するはずであるとして

原処分の取消しを求めているが，諮問庁は，原処分を妥当としていること

から，以下，本件対象文書の保有の有無について検討する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）本件対象文書は，特定原発建設計画をめぐる公有水面埋立法等に係る

特定県と国土交通省との協議（以下「本件協議」という。）に関する記

録であるところ，審査請求人は，本件協議について５年間に１０回行わ

れたとして，各協議日並びに国土交通省側出席者の役職及び氏名を具体

的に指摘し，１０回も行った本件協議の記録を全く残さなかった可能性

は考え難い旨主張している。 

（２）そこで，当審査会事務局職員をして諮問庁に対し，本件協議の状況及

び本件対象文書の保有の有無等について，改めて確認させたところ，諮

問庁は，以下のとおり説明する。 

ア 審査請求人が本件協議の国土交通省側出席者と指摘する当時の水政

課の担当者に聴取したところ，同担当者は，時期及び回数は記憶して

いないものの，国土交通省を訪れた特定県の担当者と面談し，特定原

発建設計画をめぐる公有水面埋立法等について質疑を行ったことは覚

えており，その内容については，特定県の担当者から，公有水面埋立

法１３条の２の規定による期間伸長の申請の審査期間中は同法３４条

の規定による免許の失効はしないとの既存の解釈が依然として有効で

あるかという問い合わせを受け，当該解釈が依然有効である旨を説明

したことを記憶しているのみであるとのことであった。また，水政課

の担当者は，面談内容を記録しておらず，面談の際に特定県の担当者

との間で文書のやり取りもしておらず，面談に関して文書による報告
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や引継ぎもしていないとのことであった。 

イ 国土交通省は公有水面埋立法を所管しているものの，埋立ての免許

やその期間伸長の許可等については，都道府県知事の判断事項である。

本件協議の内容は，期間伸長の許可の当否といった実質的な内容を含

むものではなく，期間伸長申請の審査期間中の免許の効力という法令

解釈の問題にすぎないから，本件協議は，所掌事務に関する単なる照

会・問い合わせに対する応答であって，規則９条の「処理に係る事案

が軽微なものである場合」に該当し，公文書管理法上，本件協議に関

する記録を作成する必要性はなかったものと考えられる。 

ウ そうすると，本件協議に関する記録等を何ら作成しなかったという

水政課の担当者の上記説明に特段不自然・不合理な点はないものと考

える。 

エ 念のため，担当部署の執務室，書庫等を改めて探索させたが，本件

対象文書に該当する文書の存在は確認できなかった。 

 （３）審査請求人は，本件協議が５年間に１０回行われたことを具体的に指

摘しており，その協議回数等からすると，本件協議に関する記録等が全

く存在しないとする諮問庁の説明には，なお疑問の余地がある。 

しかしながら，国土交通省は公有水面埋立法を所管しているものの，

その執行権限を持たず，特定県知事が免許権者であることを踏まえると，

本件協議は，期間伸長申請の審査期間中の免許の効力という法令解釈に

関する照会・問い合わせにすぎないとする諮問庁の説明を否定すること

まではできず，それを前提にすると，本件協議について記録等は作成し

ていないとする諮問庁の説明も不自然・不合理とまではいい難い。そう

すると，本件対象文書を保有していないとする諮問庁の説明については，

これを是認せざるを得ない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，国土交通省において本件対象文書を保有して

いるとは認められず，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別紙 本件対象文書 

 特定原発建設計画をめぐる公有水面埋立法等に係る特定県と国土交通省

との協議内容に関する記録（国が特定県から受領した資料及び国が同県へ

配布した資料も含む。また，引継資料や大臣等も含む省内での報告，メー

ルも含む）※国と同県の協議については，「別紙」参照。計１０回，長時

間にわたる協議の記録が公文書不存在の場合，審査請求を検討。 

 

「別紙」 

※協議日時及び国交省側出席者 

①特定年月日Ｂ 職員Ａ，職員Ｂ 

②特定年月日Ｃ 職員Ｃ，職員Ａ，職員Ｂ 

③特定年月日Ｄ 職員Ｄ，職員Ｅ，職員Ｆ  

④特定年月日Ｆ 職員Ｄ，職員Ｅ，職員Ｆ 

⑤特定年月日Ｇ 職員Ｄ，職員Ｅ，職員Ｆ 

⑥特定年月日Ｈ 職員Ｄ，職員Ｆ 

⑦特定年月日Ｉ 職員Ｇ，職員Ｈ 

⑧特定年月日Ｊ 職員Ｇ，職員Ｉ，職員Ｊ 

⑨特定年月日Ｌ 職員Ｇ，職員Ｉ 

⑩特定年月日Ｍ 職員Ｋ，職員Ｌ，職員Ｍ 


